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令
和
五
年
十
一
月
二
日
「
衆
議
院
議
員
馬
場
雄
基
君
提
出
燃
料
油
価
格
激
変
緩
和
補
助
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書
」
（
内
閣
衆
質
二
一
二
第
一
〇
号
）
に
お
い
て
、
「
御
指
摘
の
『
乖
離
額
』
に
つ
い
て
は
、
（
中
略
）
同
事
業
に
関
す
る
御

指
摘
の
『
費
用
対
効
果
』
を
把
握
す
る
た
め
に
は
必
ず
し
も
効
果
的
な
指
標
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
経
済
産
業
省
に
お

い
て
、
御
指
摘
の
『
乖
離
額
』
を
算
出
し
て
お
ら
ず
、
同
期
間
に
お
け
る
お
尋
ね
の
『
補
助
金
総
額
と
抑
制
額
と
の
乖
離
額
の

総
額
』
は
把
握
し
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
然
る
に
、
令
和
五
年
十
一
月
七
日
に
公
表
さ
れ
た
会
計
検
査
院
「
令

和
四
年
度
決
算
検
査
報
告
」
で
も
、
燃
料
油
価
格
激
変
緩
和
対
策
事
業
（
以
下
、
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
昨

年
の
財
務
省
に
よ
る
予
算
執
行
調
査
と
同
様
の
算
定
方
法
に
よ
り
、
令
和
四
年
二
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で
の
十
四
か
月
間

に
交
付
さ
れ
た
基
金
補
助
金
の
交
付
額
と
実
際
の
抑
制
額
と
を
比
較
し
た
上
で
、
ガ
ソ
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
「
基
金
補
助
金
の

交
付
額
と
実
際
の
抑
制
額
と
の
開
差
額
は
百
一
億
円
」
と
な
っ
て
い
た
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
改
め
て
燃
料

油
価
格
激
変
緩
和
補
助
金
に
つ
い
て
、
質
問
す
る
。 

一 

令
和
五
年
三
月
十
日
の
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
答
弁
で
、
政
府
参
考
人
が
「
補
助
金
額
が
毎
週
変
動
し
て
ご

ざ
い
ま
す
し
、
各
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
在
庫
状
況
に
よ
り
ま
し
て
小
売
価
格
へ
の
反
映
に
も
時
間
差
が
生
じ
ま
す
こ
と
か
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ら
、
正
確
な
効
果
を
測
定
す
る
に
は
、
も
う
少
し
、
よ
り
精
緻
な
分
析
が
必
要
と
い
う
ふ
う
に
認
識
し
て
」
い
る
と
し
て
、

財
務
省
に
よ
る
乖
離
額
の
推
計
は
適
当
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
同
年
十
一
月
八
日
の
衆
議
院
経
済
産
業

委
員
会
に
お
い
て
は
、
西
村
康
稔
経
済
産
業
大
臣
が
、
「
（
財
務
省
と
）
お
互
い
共
通
の
認
識
、
共
有
の
認
識
を
し
て
き
て

い
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
（
元
売
に
出
し
て
い
る
補
助
金
は
）
一
円
も
無
駄
に
は
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と

答
弁
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
会
計
検
査
院
も
、
「
基
金
補
助
金
の
交
付
額
と
実
際
の
抑
制
額
と
の

開
差
額
」
を
財
務
省
と
同
様
の
方
法
で
算
定
・
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
所
見
を
問
う
。 

二 

会
計
検
査
院
の
「
令
和
四
年
度
決
算
検
査
報
告
」
に
よ
る
と
、
本
件
事
業
に
係
る
事
務
局
業
務
を
受
託
し
た
株
式
会
社
博

報
堂
は
、
「
価
格
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
業
務
」
を
、
株
式
会
社
ヴ
ァ
リ
ア
ス
・
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
ズ
（
以
下
「
Ｖ
Ｄ
社
」

と
い
う
。
）
に
再
委
託
し
て
い
る
。
Ｖ
Ｄ
社
は
、
「
価
格
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
業
務
」
の
外
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
業

務
、
事
務
局
運
営
業
務
、
審
査
業
務
を
受
託
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
再
委
託
費
の
上
限
額
は
、
令
和
五
年
三
月
末
現

在
で
、
百
億
六
千
六
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
内
、
「
価
格
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
係
る
業
務
」
に
係
る
再
委
託
費
の
上

限
額
は
い
く
ら
か
。
政
府
と
し
て
、
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
、
本
件
事
業
に
よ
る
価
格
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
開
始
さ
れ
る
前
か
ら
、
一
般
財
団
法
人
日
本
エ
ネ
ル
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ギ
ー
経
済
研
究
所
に
委
託
し
て
石
油
製
品
小
売
市
況
調
査
（
い
わ
ゆ
る
「
本
庁
調
査
」
。
）
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
委
託

費
は
、
卸
売
市
況
調
査
と
合
わ
せ
て
年
額
八
千
二
百
万
円
で
あ
る
が
、
会
計
検
査
院
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
全
国
の
小
売
価

格
の
推
移
を
把
握
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
庁
調
査
の
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
十
分
対
応
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
が
、
「
小
売
価
格
の
上
昇
が
適
切
に
抑
制
さ
れ
て
い
た
の
か
な

ど
に
つ
い
て
」
、
本
件
事
業
に
お
け
る
価
格
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
に
基
づ
く
分
析
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
事
業
に
お
け
る
価
格
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
業
務
は
不
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政

府
の
所
見
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


